
山形県  村山保健所

ひき こ も り 支援ガイド ブッ ク



　 村山保健所では、 ひき こ も り に悩む御家族等への支援を

平成1 4 年度から 開始し 、 家族教室や研修会の開催等、 重点

事業と し て、 継続し て実施し ています。

　 ひき こ も り の要因は多種多様で、 き っ かけや経過は千差

万別です。 し かし 、 家族間での関係の悪化を 心配し たり 、

周囲に隠し て おき た いと いう 気持ち があっ た り する こ と

で、 支援が受けら れずに孤立し 、 いつの間にか長期化、 深

刻化する傾向があり ます。

　 また、 どこ に相談し ていいのかわから ず、 人知れず悩ん

でいる御家族も いら っ し ゃるのではないでし ょ う か。

　 こ のガイ ド ブッ ク は、 地域で支援者と なる 方々に、 ひき

こ も り についての理解を 深めていただき 、 ひき こ も り に悩

む御本人や御家族を 早期に相談窓口につないでいただく た

めに作成し ま し た 。 ひき こ も り で 日々悩ま れて いる 方々

が、 少し でも 早く 相談支援機関につながる こ と で、 解決の

糸口を 見出し 、 安心し て穏やかに過ごせる よ う 心から 願っ

ており ます。

はじめに

平成2 9 年９ 月

　 　 山形県村山保健所長

     　 阿 彦 忠 之
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１ 　 ひきこ も り の定義

　 ひきこ も り と は、 様々な要因によっ て、 社会的な参加の場面が狭まり 、 就学や

就労などの自宅以外の生活の場が長期にわたっ て失われている状態のこ と です。

ひき こ も り の状態は人それぞれで、 部屋から 全く 出ら れず、 家族と の関わり が失

われている人も いれば、 自分の買い物には出かけるこ と ができる人も います。

　 ひきこ も り になる方の性格や生育環境は様々です。 ひき こ も り は特別なこ と で

はなく 、 誰にでも 起こ り う るも のです。

　 ひきこ も り には、 精神疾患が隠れているこ と があり 、 その場合、 医療の助けが

必要と なり ます。 支援をする上で、 ひき こ も り の状態やその背景を、 慎重に評価

するこ と が必要です。

「 ひきこもり の評価・ 支援に関するガイド ライン」 では ───────

『 様々な要因の結果として社会的参加（ 義務教育を含む就学、非常勤職

を含む就労、家庭外での交遊など） を回避し 、原則的には６ か月以上にわ

たって概ね家庭にとどまり 続けている状態（ 他者と 交わらない形での外出

をしていてもよい） を指す。』

　 と さ れています。

Chapter ひき こ も り の支援を

始める前に

ひきこ もり の支援をする際に正し い判断、行動ができ

るよう 、ひきこもりについての情報を紹介します。

厚生労働省研究
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●県内の困難を有する若者等の人数は ──────1,607人

●村山地域の困難を有する若者等の人数は ───── 693人

２ 　 ひき こ も り の人数と 近年の傾向

⑴　 山形県のひき こ も り の人数

　 山形県では、 平成2 5 年に、 民生・ 児童委員を 対

象と し た「 困難を有する若者に関するアンケート 調

査」 を実施し まし た。

この調査における「 困難を有する若者等」 と は ─────────

①　 おおむね 1 5 歳から 4 0 歳までで、 次のいずれかに該当する方

１ ） 仕事や学校に行かず、 かつ家族以外の人と の交流をほと んどせずに、

６ か月以上続けて自宅にひきこ も っ ている状態の方

２ ） 仕事や学校に行かず、 かつ家族以外の人と の交流はないが、 時々は買

い物などで外出するこ と も ある方

②　 おおむね 4 0 歳以上の方で、 上記と 同様の状態にある方

③　 上記に準じ る方で、 ニート ・ 非行など、 民生・ 児童委員等から みて心配

な方、 また、 家族の方から 支援などについて相談があっ たこ と のある方

困難を有する若者等の出現率（ 人口当たり の該当者数） は ───

●県全体が 0 .1 4 ％、 市部が 0 .1 2 ％、 町村部が 0 .2 0 ％

●町村部が市部より も やや高く なっ ています

県内の民生・ 児童
委員2 ,2 0 4 人の方
から 回答し ていた
だき まし た。

こ の調査

の結果

（ 山形県子育て推進部　 平成2 5 年9月　 困難を有する若者に関するアンケート 調査）
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⑵　 山形県のひき こ も り の傾向

①　 高年齢化

　 県内の困難を有する若者等のう ち、 も っ と も 多いのは3 0 代ですが、 4 0 代

以上は全体の4 4 .6 ％を 占めており 、 ひき こ も り は若者だけの問題ではなく

なっ ています。

村山地域も 県全体と 同じ 傾向

　 村山地域では、 1 5 ～3 9 歳が3 8 5 人で全体の約5 5 .5 ％、 4 0 歳以上が

2 9 2 人で全体の4 2 .1 ％を占めており 、 県全体と ほぼ同じ 傾向です。

（ 山形県子育て推進部　 平成2 5 年９ 月　 困難を有する若者に関するアンケート 調査）
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②　 長期化

　 県内の困難を 有する 若

者等のう ち 、 ひき こ も り

の期間が３ 年以上に及ぶ

方が全体の３ 分の２ 、 ５

年以上の方が半数以上を

占めており 、 ひき こ も り

の長期化が懸念さ れる 状

況にあり ます。

（ 山形県子育て推進部　 平成2 5 年９ 月　 困難を有する若者に関するアンケート 調査） 　

※全国の満15歳～満3 9 歳の者５ 千人を対象としたアンケート 調査。

　 回答者3 ,115人、回答率6 2 .3％。「 平成2 8 年９ 月若者の生活に関

　 する調査報告書」 より 。

※該当者の人数は、統合失調症と 回答した方を除いた人数。

趣味の用事のと きだけ外出する

近所のコ ンビニなどには出かける

自室から は出るが、 家から は出ない

自室から ほと んど出ない

　 　 　 　 　  合　 　 　 計

準ひき こ も り

狭義のひき こ も り

　
広義のひき こ も り

3 6 .5 万人

1 7 .6 万人

54.1万人
（ 出現率1 .5 7 % ）

全国のひき こ も り 推計数

　 平成2 7 年に内閣府が行っ た「 若者の生活に関する調査」 によると 、

全国の1 5 ～3 9 歳人口3 ,4 4 5 万人のう ち、 「 広義のひき こ も り 」 の数は

54.1万人と いう 結果でし た。

4 0 歳以上の方を 含める

と 、さらに該当者が多い

こと が推測さ れます！
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３ 　 ひきこ も り の特徴

⑴　 本人の様子

本人は不安を感じ ています

　 ひきこ も っ ているこ と で自分の将来に不安を感じ 、 自分を責めてし まいが

ちです。 無気力でやる気が起き ず、 時にはイ ラ イ ラ するこ と も あり ます。

家族と の関係が変わり ます

　 本人は、 家族が自分をどう 思っ ているか気にし ています。 社会と の接点が

なく なり 、 家族関係が密になるために、 家族に命令するよう な話し 方をし た

り 、 暴力をふるっ たり するこ と があり ます。

昼夜逆転の生活になるこ と も

　 家族と 顔を合わせるこ と が辛く なっ たり 、 日中の予定が無かっ たり 、 日中

他人と 顔を合わせないよう に夜に外出し たり するこ と で、 昼と 夜が逆転し て

し まう こ と があり ます。

精神疾患が隠れている可能性があり ます

　 統合失調症などの精神疾患がひき こ も り の原因と なっ ている場合があり ま

す。 また、 ひき こ も り の状態が続く こ と により 、 精神疾患を発症する場合も

あり ます。

社会経験の機会を逃し てし まいます

　 ひきこ も り の長期化は、 年齢に合っ た社会経験の機会を逃すこ と になり 、

ひき こ も っ ていた時期が就労する時の障害と なり やすいなど、 社会参加を妨

げる要因と なり ます。

スト レ スを 上手に解消でき ない時、 それ

以上疲れないよ う にする ためにひき こ も

る こ と があり ます。 ひき こ も る こ と で疲

れた心身を休めよう と し ているのです。

ひき こ も る こ と で、 次に外に

出る ためのエネルギーを 蓄え

ているこ と も あり ます。
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⑵　 家族の様子

家族も 不安を抱えています

　 家族も 、 ひきこ も る本人の現状と 将来に大きな不安を抱えています。 スト

レスから 精神的な不調をき たし ている方も 少なく あり ません。 また、 本人の

問題行動（ 暴力、 昼夜逆転など） により 、 家族が危険にさ ら さ れ、 恐怖や苦

痛を伴う こ と があり ます。

家族が孤立する可能性があり ます

　 家族は世間の目を気にし てひき こ も り を隠し 、 家族だけで抱え込み、 孤立

し てし まう こ と が少なく あり ません。

家族の関係が悪化し ます

　 家族自身も 対応の仕方がわから ず、 本人のこ と で頭がいっ ぱいになり 、 心

配のあまり 過保護・ 過干渉になるこ と があり ます。

　 こ う し た家族関係の悪化が、 さ ら にひき こ も り の長期化を招く と いう 悪循

環を生じ さ せます。

４ 　 ひき こ も り と 精神疾患

　 ひきこ も り と 関連の深い精神疾患の主なも のと し ては、 広汎性発達障害、 強迫

性障害、 統合失調症、 う つ病などがあり ます。

　 こ れら の精神疾患は、 ひき こ も り の要因になる場合があり ます。 一方で、 ひき

こ も り の状態が続く こ と で精神疾患を発症する場合も あり ます。

⑴　 広汎性発達障害

　 主な症状と し て、 コ ミ ュ ニケーショ ンの障害、 対人関係・ 社会性の障害、 興

味・ 関心の偏り 、 こ だわり などがあり ます。 社会生活における人間関係のスト

レスから 、 ひき こ も り に至る場合があり ます。

⑵　 強迫性障害

 自分でつまら ないこ と だと わかっ ていても 、 そのこ と が頭から 離れない、 何

度も 同じ 確認を繰り 返し てし まう などの症状があり ます。 こ こ ろ の病であるこ

と に気づかない人も 多いですが、 治療すれば改善する病気です。
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就労支援

集団療法

居場所の提供
個人療法

家族支援

⑶　 統合失調症

　 幻覚や妄想などの症状が現れるこ と も あれば、 意欲が低下し 人と の関わり を

避ける よ う になり 、 外出頻度が低下するこ と も あり ます。 早期発見・ 早期治

療、 薬物療法と 再発予防のために治療の継続が大切です。

⑷　 う つ病

　 １ 日中気分が落ち込んだままで、 その状態が長く 続く 病気です。 それまで興

味を持っ ていたこ と にも 関心がなく なる、 考えがまと まら ないなどの症状が生

じ ます。 不眠や食欲不振などの身体症状が現れる場合も 多く あり ます。

５ 　 ひきこ も り への段階的支援

　 ひきこ も り の支援は、 家族支援から 始まり ます。 本人にと っ て、 他人と の関わ

り は家族が中心と なるので、 家族の態度や家族と の関係は大き な意味を 持ち ま

す。

　 家族自身の話ができ る場を作るこ と で、 家族の気持ちが楽になり 、 家族が自分

ら し い生活を送れるよう になり ます。 家庭内の雰囲気も 変わり 、 本人にも 良い影

響を与え、 その後の支援につながっ ていく のです。

居場所の提供
個人療法

援

参考： 厚生労働省研究「 ひきこもり の評価・ 支援に関するガイド ライン」
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本人・ 家族の声
村山保健所で実施し た研修会等で、本人・ 家族から お話を

聞く 機会がありました。その一部を紹介します。1

COLU M N

コ ラ ム

家族の声より

　「 なんで自分はこう なってしまったのだろう 」「 どうして外にいけな

いのだろう 」と思い、常に自分を責めていました。

　 そんな中、相談に行く ことができ、気持ちが楽になりました。相談

機関もいろんな選択肢があると助かります。

　 相談に行く 前は、親以外に話せる人がいなく て、親とぶつかるこ

とが多かったです。親には、親の会や家族教室に参加してほしいと

思いました。

　 いつまでこれが続く のかと 気が遠く なっていました。家では、堂々

巡りになり 、本人とぶつかっていました。

　 個別相談で話を聴いてもらい、家族教室に参加し 同じ 立場にいる

家族と交流することで、自分の気持ちが軽く なりました。

　 1 0 年間のひきこもり 期間は長すぎたかもしれませんが、私にとっ

ては、生きていく ために本能が選択した道だと思っています。

　 支援者の方には、本人の「 安全地帯」になってほしいです。自分の

思いを伝えても 理解してもらえず傷つき、無力感にさいなまれ、孤

独感を感じていましたから…。

本人の声より
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１ 　 効果的な支援をするために

　 ひきこ も り に悩む家族に気づいたら 、 家族に関わる情報や、 状況の把握が必要

と なり ます。 まずは家族に声をかけ、 話を聴く 機会を設けまし ょ う 。

　 ひきこ も り の問題を抱える家族（ 場合によっ ては本人） に相談支援機関を紹介

し て、 相談窓口につなぎまし ょ う 。

Chapter ひき こ も り 支援の

実際

相談窓口につないだ後も、時々声をかけ、傾聴し 、見守る支援が必要です。

ひき こ も り に悩む

本人や家族の存在に

気づく

声を かけ、

寄り 添い

耳を 傾ける

相談窓口を

紹介し 、

つなぐ

支援の流れ

「 気づく 」 「 聴く 」

①気づく ②聴く ③つなぐ

「 つなぐ 」

ひきこもり で悩む家族や本人に、効果的に支援し てい

く ためのポイント や事例について紹介します。
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⑴　 気づく

　 ひき こ も っ ていると 、 近所付き 合いなどの他人と 会う 機会がなく なっ ていき

ます。 また、 家族から 周囲に相談するこ と がほと んどないのが現状です。

　 地域の支援者と なる方々が、 普段の生活の中で、 悩みを持ち困っ ている家族

の存在を 敏感に感じ 取る こ と が大切です。 周囲に普段と 違っ

て元気がない方、 ため息をついている方はいませんか？

　 また、 近所の住民の方から 情報が寄せら れる こ と も ある で

し ょ う 。 そんな時は、 その家族が困っ ていないか気にかけ、

注意し て見守るこ と から はじ めまし ょ う 。

⑵　 聴く

　 悩んでいる家族に気づいたら 、 思い切っ て声をかけてみまし ょ う 。 静かで落

ち着いた雰囲気の場所を選んで話を聴く こ と も 重要です。

　 悩みを話し てく れた時は、 う ち明けてく れたこ と に感謝し 、 助言等はせずに

よく 耳を傾けまし ょ う 。 こ れまでの対応をねぎら い、 現時点で困っ ているこ と

や気持ちを聴いて、 一緒に整理し てみまし ょ う 。

　 対話ではよく う なずき 相槌を う つ、 目線を 合わせるこ と

で良い印象になり ます。 また、 何度か会っ て話を 聴き 、 安

心感を与えるこ と も 大切です。

　

聴く 際に心がけたいこ と

①　 今までの家族の関わり を 否定し ない

　 育て方等、 今ま での関わり を 否定し ないでく ださ

い。 家族が責めら れるだけで、 解決にはなり ません。

②　 個人情報は秘密を厳守する

　 相談を 受ける 上で、 秘密を 厳守する こ と は大切で

す。 あら かじ め約束し 、 安心し ても ら いまし ょ う 。

③　 会えない時は、 手紙にする

　 ひき こ も り に悩む家族（ 場合によっ ては本人） と の面会が難し い場合は、

手紙を自宅に届ける方法があり ます。

　 直接お会いでき なく ても 、 「 困っ ているこ と があれば力になれる」 と いう

メ ッ セージを伝えるこ と ができ ます。
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⑶　 つなぐ

　 よく 話を聴いたう えで、 困っ ているこ と が明ら かになっ たら 、 一緒に相談先

について考えまし ょ う 。

　 場合によ っ ては、 相談機関にま ず

支援者が連絡する こ と を 提案し てみ

るのも いいでし ょ う 。

　 家族のみで相談する こ と に不安を

感じ ている 場合は、 相談窓口に同行

するこ と も 支援のひと つです。

①相談窓口に行く こ と を 拒否さ れた時

　 一旦、 家族の気持ちを受容し まし ょ う 。 いつでも 力になるこ と を伝えてく

ださ い。 それで終わり にせず、 その後の様子も 気にかけ、 頃合いを見て再度

相談窓口を勧めてみまし ょ う 。

②相談支援機関を 選ぶ時

　 本人や家族に直接渡せるチラ シなどを有

効に活用し まし ょ う 。 相談窓口と し ては、

保健所や精神保健福祉センタ ー、 市役所、

町役場などがあり ます。 相談先について話

し 合う 際に、 本人や家族と 一緒に御覧く だ

さ い。

　 ひきこ も り は密かに進行し ているこ と が多く 、 把握し ても どう 介入し

たら いいのか悩む場合も あるでし ょ う 。

　 ひと り で抱え込まずに、 行政機関等の相談窓口に、 関わり 方について

相談し てみるのも ひと つです。
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２ 　 長期化、 高年齢化を踏まえた支援について

　 長期化、 高年齢化により 家族自身の体調や経済状況の変化が見ら れる場合があ

り ます。 まず、 家族全体の支援を視野に入れながら 、 優先さ れる課題解決に向け

て支援し ていき まし ょ う 。

長期化、 高年齢化による本人や家族の変化

　 長期化するこ と で、 家族にはどう するこ と も でき ない無力感が生じ 、 あきら

めてし まいがちです。 本人も 家族も 変化するエネルギーを失い、 こ のままでい

るし かないと 思う よう になり ます。 一方、 家族も 高齢になり 将来への不安は深

刻と なり ます。

　 本人は長期化するこ と で、 外界への不安感や恐怖感をさ ら に強めると いう 悪

循環が生じ ます。 親なし では生き ていけないと いう 依存状態になり 、 変化せず

こ のままでいるし かないと 思う よう になり がちです。

⑴　 家族自身の体が衰え、 手助けが必要な時

　 最寄り の地域包括支援センタ ーに電話や来所で相談するこ と と なり ます。 介

護保険の申請手続き 等について相談でき ます。

⑵　 経済的に困窮し ている時

　 経済的な問題の解決が優先さ れる場合があり ます。 生活困窮者への相談窓口

があり ます。 詳し く は Ch ap te r  3  を御覧く ださ い。

⑶　 社会復帰に向けた支援が必要な時

　 長期化し ている中で、 一番の問題は社会経験が乏し く なり 復帰がますます困

難になるこ と です。 本人が望めば、 再スタ ート でき るよう な支援を民間団体等

で実施し ているので、 勧めるこ と も 可能です。
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　 精神疾患の治療による通院のための医療費の公費負担制度です。 医療費

は通常３ 割が自己負担と なっ ていますが、 こ の制度を利用すると 自己負担

が１ 割になり ます。 また、 利用者世帯の収入等で自己負担上限額が設けら

れる場合も あり ます。

自立支援医療（ 精神通院医療）と は

⑷　 本人に精神疾患等の障がいがあると 思われる時

　 も し 、 精神症状が見ら れ、 通院治療が必要な状況であれば、 自立支援医療や

福祉サービス等のサポート をう けるこ と ができます。 また、 就労においても 負

担の少ない「 障がい者雇用」 と いう 方法や「 就労支援移行事業」 等の利用がで

きます。

　 詳し く は、 市町の相談窓口に御相談く ださ い。

３ 　 早急に介入が必要な場合

⑴　 暴力がある

　 家族への暴力が日常的に行われている場合は、 早急に介入が必要です。

　 まず家族が、 本人から 距離をおく こ と が大切です。 行政機関（ 市町等） に相

談でき るよう 支援し まし ょ う 。 緊急性が高い場合は、 警察に相談し まし ょ う 。

⑵　 病気で体が弱っ ている

　 食欲の低下、 不眠等明ら かに体調が悪化し ている場合は、 早急に相談が必要

な時かも し れません。 また、 身体的な症状があるにも かかわら ず、 人と 接する

のが困難なために、 受診ができ ず、 命の危険にさ ら さ れている場合も あり ま

す。 医療機関にすぐ 相談するよう 家族に勧めまし ょ う 。
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　 平成2 6 年度に村山保健所の研修を 受け、 ひき こ も り の方々へ訪問支

援ができ る ボラ ン ティ アと し て、 訪問支援等の活動を し ていただいた

方々です。

ひき こ も り サポータ ーと は

ひきこもり サポータ ーの声
村山保健所で活動し ていただいたひき こ も り サポータ ー

から 寄せら れた意見や感想を紹介し ます。2

COLU M N

コ ラ ム

本人支援が一番大事だと 思っていましたが、実際に関わら

せていただく 中で、周りの家族を支えないと 、本人自身を支

えることはできないと 思いました。

　 訪問すると 、本人は隣の部屋で聞いている気配がしまし

た。言葉に敏感なので、本人にもわかるよう に家族と 会話し

ています。

　「 お顔が見たいだけです」と書いた手紙を、家族から 本人

に渡してもらいました。あせらずにゆっく りやっていこうと 思

いました。

ひきこもりサポータ ーの声
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仕事の人間関係でつまずき 、

ひき こ も っ たＡ さ んの例

　 Ａ さ ん（ 3 5 歳、 男性） は、 大学卒業後上京し 、 中小企業の

営業職に就き まし た。 も と も と 人付き 合いが得意でなかっ た

Ａ さ んは仕事にスト レ スを 感じ 、 職場で孤立し てし まいまし

た。 体調を く ずし 、 休みがちになり 、 と う と う 出勤でき なく

なり まし た。

　 心配し た家族の勧めで退職し 、 実家に戻り 休養し ていまし

たが、 だんだん自宅から 出るこ と が少なく なり 、 就職活動を

し ないまま昼夜逆転の生活が３ 年続き まし た。

　 家族が市報に載っ ていた保健所の「 ひき こ も り 相談」 を見

て、 問い合わせ、 何度か相談に行き まし た。 そのう ち、 本人

も 一緒に行く こ と ができ るよう になり まし た。

　 相談の中で、 本人の不眠や食欲不振、 気力の低下がう かが

えまし た。 外出時の不安や緊張が強く 、 相談医から 精神科へ

の受診を勧めら れまし た。 通院により 薬物療法やカ ウンセリ

ング等の治療を受けまし た。 本人の症状は改善し 、 少し ずつ

外出できるよう になり まし た。

　

　 やがて、 就労について考え始めまし たが、 失敗するこ と を

恐れ、 自ら 就職活動するに至ら ず、 家族に不安を 訴えるよう

になり まし た。 相談の中で、 「 やまがた若者サポート ステー

ショ ン」 について情報提供があり 通い始めまし た。

　 現在、 サポート 講座等を受け、 就職活動中です。

事 例 紹 介

1
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不登校の経験を 経て高校中退し 、

ひきこ も っ たＢ さ ん

　 Ｂ さ ん（ 2 0 歳、 女性） は、 小さ い頃から 優秀でし たが、 周

囲から 「 少し 変わっ ている」 と よく 言われていまし た。 中学

時代に同級生から から かわれたこ と がき っ かけで不登校と な

り 、 高校に進学はし たも のの、 環境に慣れず、 途中で退学し

てし まいまし た。

　 自室でひき こ も り がちの生活が続き 、 家族と の接触も 避け

るよう になり まし た。 食事や入浴等は、 家族がいない間や寝

静まっ てから するよう になり まし た。

　 心配し た家族が、 イ ンタ ーネッ ト で保健所の「 ひき こ も り

相談」 を 見つけ、 両親が来所し 相談し まし た。 お母さ んは本

人にあいさ つ程度の手紙を 書く こ と から 始め、 家族で話し 合

い、 本人が自宅で安心し て過ごせる環境づく り を 心がけまし

た。

　 翌年、 本人は少し ずつお母さ んと は会話するよう になり 、

家事等の手伝いをするよう になり まし た。

　 し ばら く し て、 本人から 「 高校を 卒業し たい」 と の訴えが

あり 、 ひき こ も り 相談で紹介さ れていた居場所の提供や学習

支援を し ている民間団体に家族が思い切っ て相談し てみまし

た。

　 現在は、 本人が高校卒業程度認定試験の合格を 目標に、 民

間団体に通っ て勉強し ています。

事 例 紹 介

2
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5 0 歳を過ぎ、 高齢の親と

生活し ているCさ ん

　 Cさ ん（ 5 5 歳、 男性） は、 2 0 代の頃に仕事を辞めて以降、

家族と の接触を避け、 自室でひき こ も る生活を 続けていまし

た。 時々、 コ ンビニへタ バコ やお酒を 買いに行く こ と はでき

ますが、 それ以外は他人と の接触を避けていまし た。

　 家事をし ていたお母さ んは、 高齢で体が不自由になり 、 介

護施設に入所し 、 お父さ んと ２ 人で生活するこ と になり まし

た。 それでも 本人は、 お父さ んと の接触を 避けて暮ら し てい

まし た。

　 お父さ んは8 0 代後半になり 、 高齢に伴う 体調不良も 多く 見

ら れる よ う になり ま し た。 お父さ んは民生委員さ んに相談

し 、 相談を 受けた民生委員さ んが市役所に相談し てく れまし

た。 市役所から 、 保健所の「 ひき こ も り 相談」 を 紹介さ れ、

お父さ んが利用し まし た。 相談医から 保健師による自宅への

訪問が提案さ れ、 本人と の接触を試みるこ と になり まし た。

　 最初は、 保健師が自宅に伺っ ても 本人は出て来ないため、

お父さ んと の面談を繰り 返し ていまし た。

　 ある日、 お父さ んが本人に声を かけ、 保健師も 自室近く に

出向く と 本人が、 緊張し ながら も 時間を かけて出てき てく れ

まし た。 本人と の面談を 何度か繰り 返すう ちに、 両親亡き 後

の現実的な問題について話すき っ かけができ 、 本人も 今後に

ついて考えるよう になり まし た。

　 将来的には、 本人が困っ た時に福祉サ－ビスを 利用するこ

と ができるよう 、 訪問支援を続けています。

事 例 紹 介

3
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１ 　 各相談支援機関の活動内容

⑴　 山形県精神保健福祉センタ ー

　 精神保健福祉に関する普及啓発や関係機関の職員への専門的な研修の開催等

を行っ ています。

 センタ ー内に設置さ れている自立支援センタ ー「 巣立ち」 では、 義務教育終

了後から 青年期の方を対象と し たひきこ も り に関する相談窓口を開設し ていま

す。 今後の支援方針について、 検討し 適切な支援機関や団体を紹介し ています。

⑵　 山形県村山保健所

　 村山地域の健康の保持及び増進に関する事業等を行っ ています。 精神保健福

祉担当では、 ひきこ も り に関する相談事業と し て精神科医師による個別相談や

家族教室の開催等を行っ ています。

　 その他、 いつでも 保健師が来所や電話での相談に応じ ています。

⑶　 市町の相談窓口

　 生活保護や、 精神科に通院する際の自立支援医療の申請、 障がい者サービス

を利用する際の窓口等になっ ています。

　 こ こ ろ の健康に関する相談窓口でも あり ます。

⑷　 生活困窮者への相談支援機関

　 生活困窮者自立支援法に基づき 相談支援を行っ ています。

　 経済的に困窮し 、 最低限度の生活を維持するこ と ができ なく なるおそれのあ

る方が対象と なり ます。 経済的な問題などを相談する窓口と なり ます。

Chapter 村山地域の

相談支援機関
村山地域の相談支援機関を紹介し ます。支援者は、ひ

きこ もり の本人やその家族に対し 、適当と 思われる相

談支援機関を御紹介く ださ い。
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⑸　 民間団体の相談支援機関

　 民間団体でも 、 ひき こ も り 等で悩む若者への支援を し ている機関があり ま

す。

①認定特定非営利活動法人発達支援研究センタ ー

　 フ リ ースペース（ 居場所の提供） や学習サポート 、 就労支援等を行っ てい

ます。 電話や来所での相談に応じ 、 場合によっ ては訪問による支援も 行っ て

います。

　 若者相談支援拠点及びやまがた若者サポート ステーショ ンと し ても 活動し

ています。

②ぷら っ と ほーむ

　 フ リ ースペース（ 居場所の提供） 、 交流会、 学習支援等を 実施し ていま

す。 電話や来所での相談の他、 メ ールでも 相談を受け付けており 、 若者相談

支援拠点と し ても 活動し ています。

若者相談支援拠点と は

山形県がN PO法人に委託し 、 悩みを 持つ若者の相談窓口の開

設、 居場所の提供等特色ある取組みを通し て、 地域で安心し て生

活でき る 体制づく り を 進めている 機関です。 電話や来所相談の

他、 出張相談会を開催し ています。

やまがた若者サポート ステーショ ンと は

厚生労働省及び山形県の委託を受けて、 1 5 ～3 9 歳の仕事に就か

ず家事や通学も し ていない若者及び家族の再スタ ート を支援する

機関です。
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２ 　 村山地域の相談支援機関一覧

山形県精神保健福祉センタ ー
自立支援センタ ー 巣立ち

電話番号　 0 2 3 －6 3 1 －7 1 4 1（ 専用電話）

所 在 地　 山形市小白川町２ －３ －3 0

ひきこ も り 相談窓口

電話相談　 月火木金９ ～1 2 時/1 3 ～1 7 時

来所相談　 月火木金９ ～1 2 時（ 予約制）

山形県村山保健所

電話番号　 0 2 3 －6 2 7 －1 1 8 4

所 在 地　 山形市十日町１ －６ －６

保健師による電話・ 来所相談（ 随時）

精神科医師の個別相談（ 月２ 回）

※来所相談は事前に予約が必要になり ます。

山形市障がい福祉課

電話番号　 0 2 3 －6 4 1 －1 2 1 2（ 内5 8 0 、6 2 1 ）

所 在 地　 山形市旅篭町２ －３ －2 5

寒河江市健康福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －8 6 －2 1 1 1（ 内6 2 4 ）

所 在 地　 寒河江市中央２ －２ －１

　 　 　 　 　 　 　 （ ハート フ ルセンタ ー内）

上山市健康推進課

電話番号　 0 2 3 －6 7 2 －1 1 1 1（ 内1 5 7 ）

所 在 地　 上山市河崎１ －１ －1 0

村山市保健課

電話番号　 0 2 3 7 －5 5 －2 1 1 1（ 内1 3 6 ）

所 在 地　 村山市中央１ －３ －６

県の相談支援機関

市町の相談窓口
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天童市健康課
（ 天童市健康センタ ー）

電話番号　 0 2 3 －6 5 2 －0 8 8 4

所 在 地　 天童市駅西５ －２ －２

東根市子育て健康課

電話番号　 0 2 3 7 －4 3 －1 1 5 5（ 内1 2 6 ）

所 在 地　 東根市中央１ －５ －１

尾花沢市福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －2 2 －1 1 1 1（ 内1 7 0 ）

所 在 地　 尾花沢市若葉町１ －１ －３

山辺町保健福祉課

電話番号　 0 2 3 －6 6 7 －1 1 0 7（ 内2 1 3 7 ）

所 在 地　 山辺町緑ヶ 丘５

中山町健康福祉課

電話番号　 0 2 3 －6 6 2 －2 8 3 6

所 在 地　 中山町大字柳沢2 3 3 6 －１

河北町健康福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －7 3 －2 1 1 1（ 内1 7 1 ）

所 在 地　 河北町谷地戊8 1

西川町健康福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －7 4 －3 2 4 3（ 内1 7 2 ）

所 在 地　 西川町大字海味5 4 3 －８

朝日町健康福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －6 7 －2 1 1 6（ 内2 8 2 ）

所 在 地　 朝日町大字宮宿1 1 1 5

大江町健康福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －6 2 －2 1 1 4（ 内1 5 6 ）

所 在 地　 大江町大字左沢8 8 2 －１

大石田町保健福祉課

電話番号　 0 2 3 7 －3 5 －2 1 1 1（ 内1 7 1 ）

所 在 地　 大石田町緑町１
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山形市生活サポート 相談窓口
（ 山形市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 －6 7 4 －0 6 8 0

所 在 地　 山形市城西町２ －２ －2 2

対象市町　 山形市

寒河江市生活自立支援センタ ー

（ 寒河江市健康福祉課）

電話番号　 0 2 3 7 －8 6 －2 1 1 1（ 内6 1 7 ）

所 在 地　 寒河江市中央２ －２ －１

対象市町　 寒河江市

上山市生活自立支援センタ ー
（ 上山市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 －6 7 9 －8 8 9 0

所 在 地　 上山市南町４ －５ －1 2

対象市町　 上山市

村山市生活自立支援センタ ー
（ 村山市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 7 －5 3 －3 7 8 7

所 在 地　 村山市中央１ －５ －2 4

対象市町　 村山市

天童市生活自立支援センタ ー
（ 天童市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 －6 5 4 －5 1 5 6

所 在 地　 天童市老野森２ －６ －３

対象市町　 天童市

東根市生活自立支援相談窓口
（ 東根市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 7 －4 1 －2 3 6 1

所 在 地　 東根市中央１ －３ －５

対象市町　 東根市

尾花沢市生活自立支援センタ ー

（ 尾花沢市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 7 －2 2 －1 0 9 2

所 在 地　 尾花沢市新町３ －２ －５

対象市町　 尾花沢市

東南村山地域生活自立支援センタ ー
（ 山形県社会福祉士会）

電話番号　 0 2 3 －6 1 5 －6 5 6 5

所 在 地　 山形市小白川町２ －３ －3 1
　 　 　 　 　 （ 山形県総合社会福祉センタ ー内）

対象市町　 山辺町、 中山町

生活困窮者への相談支援機関
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民間団体の相談支援機関

西村山地域生活自立支援センタ ー
（ 山形県社会福祉事業団）

電話番号　 0 2 3 7 －7 3 －3 2 4 0

所 在 地　 河北町谷地己5 6 －８
　 　 　 　 　 （ 地域活動支援センタ ーう いんず内）

対象市町　 河北町、 西川町、 朝日町、 大江町

北村山地域生活自立支援センタ ー
（ 村山市社会福祉協議会）

電話番号　 0 2 3 7 －5 3 －3 7 8 7

所 在 地　 村山市中央１ －５ －2 4

対象市町　 大石田町

村山地域

ぷら っ と ほーむ
（ 居場所の提供、 電話相談、 学習支援）

電話番号　 0 2 3 －6 6 4 －2 2 7 5

所 在 地　 山形市緑町４ －1 0 －３ 　 ３ 階Ａ

認定特定非営利活動法人 発達支援研究センタ ー
（ 個別相談、 居場所の提供、 学習支援、 交流活動）

電話番号　 0 2 3 －6 2 3 －6 6 2 2

所 在 地　 山形市小荷駄町２ －７

※最上・ 置賜・ 庄内地域の相談支援機関も
　 掲載し ており ます。
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その他の地域

自立支援センタ ーふきのと う
（ 個別相談、 訪問相談、 学習支援、 体験塾）

電話番号　 0 2 3 5 －2 4 －1 8 1 9

所 在 地　 鶴岡市青柳町4 2 －3 2 （ 特定非営利活動法人 一歩 内）

特定非営利活動法人 から ・ こ ろ センタ ー
（ 家族会、 各種相談、 居場所の提供、 就労継続支援Ｂ 型事業所）

電話番号　 0 2 3 8 －2 1 －6 4 3 6

所 在 地　 米沢市東２ －８ －1 1 6

特定非営利活動法人 W ith 優
（ 個別相談、 学習支援、 就労支援）

電話番号　 0 2 3 8 －3 3 －9 1 3 7

所 在 地　 米沢市赤芝町字川添1 8 8 4

フ リ ースペース まちかどカ フ ェ  たまり ば
（ 居場所の提供、 個別相談、 就労体験、 講座）

電話番号　 0 8 0 －3 1 4 4 －3 0 0 9

所 在 地　 新庄市若葉町１ －４
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　 最後までお読みいただきあり がと う ございまし た。

　 今後の地域活動を と おし て、 ひき こ も り に悩む本人や家

族に積極的に気づき 、 話を 聴き 、 早期に相談窓口につない

でいただく ため、 こ のガイ ド ブッ ク を 活用し ていただけれ

ば幸いです。

　 ひき こ も り は、 息の長い支援が必要です。 支援者自身も

１ 人で抱え込まず、 関係機関と 連携し ながら 本人や家族に

寄り 添い、 支援に取り 組んでいただき たいと 思います。

　 ガイ ド ブ ッ ク 作成にあたり 、 御意見・ 御協力いただいた

皆様に感謝申し 上げます。

お わり に


